
綾町空き家情報バンク制度要綱 
 
（趣旨） 
第1条  この要綱は、綾町における空き家の有効活用を通じて、綾町への定住

促進による地域の活性化を図るため、空き家情報バンク制度（以下「空

き家バンク」という。）について必要な事項を定めるものとする。 
 
（定義） 
第2条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 
（1）「空き家」とは、個人が住居を目的として建築し、現に居住してい

ない（近く居住しなくなる予定のものも含む。）町内に存在する建

築物をいう。 
（2）「所有者等」とは、空き家に係る所有権その他の権利により当該空

き家の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。 
（3）「空き家バンク」とは、空き家の売買、賃貸等を希望するその所有

者等から申し込みを受けた情報を、町内への定住等を目的として、

空き家の利用を希望する者（以下「利用希望者」という。）に対し、

情報を提供するシステムをいう。 
 
（適用上の注意） 
第3条  この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引きを妨げるもので

はない。 
 
（空き家の登録申し込み等） 
第4条  空き家バンクによる空き家に関する登録を受けようとする所有者等

は、空き家情報バンク登録申込書（様式第 1 号）に空き家情報バンク登

録カード（様式第 2 号）を添えて町長に提出しなければならない。 
2  町長は、前項の規定による登録の申し込みがあったときは、その内容

等を確認の上、適切であると認めたときは空き家バンク登録台帳に登録

しなければならない。 
3  町長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家情報バンク登録

完了書（様式第 3 号）を当該申込者に通知するものとする。 
4  町長は、第 2 項の規定による登録をしていない空き家で、空き家情報

バンクによることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して空き家

情報バンクによる登録を勧めることができる。 



（空き家に係る登録事項の変更の届出） 
第5条  前条第 3 項の規定による登録完了書の通知を受けた申込者（以下「空

き家登録者」という。）は、当該登録事項に変更があったときは、速や

かに空き家情報バンク登録変更届書（様式第 4 号）を町長に提出しなけ

ればならない。 
 
（空き家バンクの登録の取り消し） 
第6条  町長は、次の各号に掲げる場合は、空き家情報バンク台帳の登録を抹

消するとともに、空き家情報バンク登録抹消通知書（様式第 5 号）を当

該空き家登録者に通知するものとする。 
（1） 空き家情報バンク台帳の登録抹消の申し出があったとき。 
（2） 登録の日から 5 年を経過したとき。ただし、改めて登録申し込み 

を行うことにより再登録した場合は、この限りではない。 
（3） その他町長が必要と認めるとき。 

 
（利用登録） 
第7条  利用希望者は、空き家情報バンク台帳の情報の提供を受けようとする

ときは、空き家情報バンク利用登録申込書（様式第 6 号）により町長に

申し込まなければならない。 
2  町長は、前項の規定による利用登録の申し込みがあったときは、その

内容等を確認の上、利用希望者が次の各号に掲げる要件のいずれかに該

当すると認めたときは、空き家情報バンク利用登録台帳に登録し、空き

家情報バンク利用登録完了書（様式第 7 号）により当該申込者に通知す

るものとする。 
（1） 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸 

術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与しようとする者 
（2） 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、綾町の自然環境、生活 

文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活しようとする 
者 

（3） その他町長が適当と認めた者 
 
（利用登録に係る登録事項の変更の届出） 
第8条  前条第 2 項の規定による登録の通知を受けた者（以下「利用登録者」

という。）は、当該登録事項に変更があったときは、速やかに空き家情

報バンク利用登録変更届書（様式第 8 号）を町長に提出しなければなら

ない。 



（利用登録者の登録抹消） 
第9条  町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家

情報バンクの利用登録台帳の登録を抹消するとともに、空き家情報バン

ク利用登録抹消通知書（様式第 9 号）を当該利用登録者に通知するもの

とする。 
（1） 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗 

を害するおそれがあると認められるとき。 
（2） 申し込み内容に虚偽があったとき。 
（3） 空き家情報バンク利用登録の取り消しの申し出があったとき。 
（4） 利用登録から 2 年を経過したとき。ただし、改めて登録申し込み 

を行うことにより再登録した場合は、この限りでない。 
（5） その他町長が適当でないと認めたとき。 

 
（情報の提供等） 
第10条  町長は、利用登録者から空き家情報バンク台帳に登録された情報の提

供を求められた場合は、必要な範囲内で当該情報を提供するものとする。 
2  町長は、前項の規定により情報を提供した場合は、当該情報の空き家

登録者にその旨を通知するものとする。 
3  前項の通知を受けた空き家登録者は、町長に情報の提供を受けた利用

登録者への回答内容を報告するものとする。 
 
（その他） 
第11条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、公布の日から施行し、平成20年6月1日から適用する。 



様式第 1 号（第 4 条関係） 
平成  年  月  日 

綾町長 殿 
空き家情報バンク登録申込書 

住所 
 

氏名               ○印  
綾町空き家情報バンク制度要綱に定める制度の趣旨等を理解し、同要綱第 4

条第 1 項の規定により、次のとおり空き家情報バンクへ登録を申し込みます。 
分類 □土地  □建物 □売買  □賃貸  

物件所在地 綾町大字              （     地区） 
住所： 
氏名： TEL： 
携帯： FAX： 

所 有 者 
管 理 者 

E メール： 
金額：        円（賃貸の場合は、月額を記入） 希望価格 

及び条件 条件： 
敷 地     ㎡（   ）坪

建 築     ㎡（   ）坪
築 年 数

築  年 
(  年建築) 面 

積 
延 床     ㎡（   ）坪 放置日数 約  日(年) 

□木造  □鉄筋コンクリート  □その他 
構 造 

□平屋建て  □（    ）階建て 

物件の概要 

建物の状態 □良好       □一部不良 
補修の要否 □補修は不要 □多少の補修必要 □大幅な補修必要 □現在補修中 
補修の費用負担 □所有者負担  □入居者負担  □協議にて 

電 気 □引き込み済み  □その他 
ガ ス □プロパン    □その他 
風 呂 □電気      □ボイラー    □ガス 
水 道 □簡易水道    □上水道     □井戸 
公共下水道 □引き込み済み  □未整備     □区域外 
ト イ レ □水洗      □汲み取り ／ □和式  □洋式 
駐 車 場 □有（    ㎡）□無 

庭 □有（    ㎡）□無 

設 
 
備 
 
状 
 
況 

そ の 他 （                         ） 
 



様式第 2 号（第 4 条関係） 
綾町空き家情報バンク登録カード 

登 録 №  分類 □土地  □建物 □売買  □賃貸 
物件所在地 綾町大字              （     地区） 

住所： 
氏名： TEL： 
携帯： FAX： 

所 有 者 
管 理 者 

E メール： 
金額：        円（賃貸の場合は、月額を記入） 希望価格 

及び条件 条件： 
敷 地     ㎡（   ）坪

建 築     ㎡（   ）坪
築 年 数

築  年 
(  年建築) 面 

積 
延 床     ㎡（   ）坪 放置日数 約  日(年) 

□木造  □鉄筋コンクリート  □その他 
構 造 

□平屋建て  □（    ）階建て 

物件の概要 

建物の状態 □良好       □一部不良 
補修の要否 □補修は不要 □多少の補修必要 □大幅な補修必要 □現在補修中 
補修の費用負担 □所有者負担  □入居者負担  □協議にて 

電 気 □引き込み済み  □その他 
ガ ス □プロパン    □その他 
風 呂 □電気      □ボイラー    □ガス 
水 道 □簡易水道    □上水道     □井戸 
公共下水道 □引き込み済み  □未整備     □区域外 
ト イ レ □水洗      □汲み取り ／ □和式  □洋式 
駐 車 場 □有（    ㎡）□無 

庭 □有（    ㎡）□無 

設 
 
備 
 
状 
 
況 

そ の 他 （                         ） 
役 場 km 病 院 km 
保育所 km 郵便局 km 
小学校 km 駐在所 km 

主要施設等

へ の 距 離 
中学校 km スーパー km 

受付日 平成  年  月  日 現地確認日 平成  年  月  日 
登録日 平成  年  月  日 有効期日 平成  年  月  日 

 



（裏面） 
【間取り】 

【地図】 

特記事項 

 



様式第 3 号（第 4 条関係） 
綾総発第      号 
平成  年  月  日 

 
            様 
 

綾町長         ○印  
 
 

空き家情報バンク登録完了書 
 
 綾町空き家情報バンク制度要綱第 4 条第 3 項の規定により、空き家情報バン

クへの登録が完了したので通知いたします。 
 
登録番号：第     号 

 
登 録 日：平成  年  月  日 

 
有効期限：平成  年  月  日 

 
※変更等が生じた場合、速やかに手続きを行ってください。 
 



様式第 4 号（第 5 条関係） 
平成  年  月  日 

 
綾町長   殿 
 

氏名           ○印  
 
 

空き家情報バンク登録変更届書 
 
 綾町空き家情報バンク制度要綱第 5 条の規定により、空き家情報バンク登録

台帳の変更をお願いします。 
 
登録番号：第     号 

 
変更内容：別添様式第 2 号のとおり 

 
 
※登録変更の場合、様式第 2 号へ登録番号及び変更箇所を記載し、提出くださ

い。 
 



様式第 5 号（第 6 条関係） 
綾総発第      号 
平成  年  月  日 

 
            様 
 

綾町長         ○印  
 
 

空き家情報バンク登録抹消通知書 
 
 綾町空き家情報バンク制度要綱第 6 条の規定により、空き家情報バンクへの

登録を抹消したので通知いたします。 
 
登録番号：第     号 

 
抹消事由：                          

 



様式第 6 号（第 7 条関係） 
平成  年  月  日 

 
綾町長  殿 
 
 綾町空き家情報バンク制度に定める趣旨等を理解し、同要綱第 7 条第 1 項の

規定により、次のとおり空き家情報バンク制度へ登録を申し込みます。 
氏 名                ○印  年 齢  
住 所  
ＴＥＬ  ＦＡＸ  
Ｅメール  

世
帯
に
つ
い
て 

世帯構成 人  
1.ご希望する物件（構造・庭付き・家庭菜園付き・一戸建てなど詳細に） 
 

2.立地、環境条件（山間部・平坦地や学校等までの距離など詳細に） 
 

3.賃貸、売買等の条件 
（1）賃貸 家賃 1 ヶ月当たり：       円程度（賃貸期間：約  年）

      賃貸以外の条件： 
（2）売買 価格 1 坪当たり：        円程度（希望坪数：   坪）

      価格以外の条件： 
4.本町に住みたい理由（登録変更の場合は、変更理由を記入） 
 

 
 



様式第 7 号（第 7 条関係） 
綾総発第      号 
平成  年  月  日 

 
            様 
 

綾町長         ○印  
 
 

空き家情報バンク利用登録完了書 
 
 綾町空き家情報バンク制度要綱第 7 条第 2 項の規定により、空き家情報バン

クへの登録が完了したので通知いたします。 
 
登録番号：第     号 

 
    住  所：                      
 
    氏  名：          様 
 
登 録 日：平成  年  月  日 

 
    有効期限：平成  年  月  日 
 
※変更等が生じた場合、速やかに手続きを行ってください。 
 



様式第 8 号（第 8 条関係） 
平成  年  月  日 

 
綾町長   殿 
 

氏名           ○印  
 
 

空き家情報バンク利用登録変更届書 
 
 綾町空き家情報バンク制度要綱第 8 条の規定により、空き家情報バンク利用

登録台帳の変更をお願いします。 
 
登録番号：第     号 

 
変更内容：別添様式第 6 号のとおり 

 
 
※登録変更の場合、様式第 6 号を記載し、提出ください。 
 



様式第 9 号（第 9 条関係） 
綾総発第      号 
平成  年  月  日 

 
            様 
 

綾町長         ○印  
 
 

空き家情報バンク利用登録抹消通知書 
 
 綾町空き家情報バンク制度要綱第 9 条の規定により、空き家情報バンクへの

利用登録を抹消したので通知いたします。 
 
登録番号：第     号 

 
抹消事由：                          
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